
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農業者の皆様へ 

令和７年４月以降の農地の貸し借りは、 
農地バンク(農地中間管理機構)経由になります。 

利用権設定制度の変更について 
「農業経営基盤強化促進法の改正」により、利用権設定制度は令和７年３月末で廃止になります。 

農地バンク（農地中間管理機構）とは？ 

・農地を貸したい人（貸し手）から農地を借り受け、耕作を希望する人（借り手）にまとまりのあ

る形で農地を貸し付ける事業を行っています。 

・改正農業経営基盤強化促進法（令和５年４月施行）において法定化された「地域計画」に基づ

き、所有者等から借受け、担い手等へ貸付を行い、農地の集積・集約化を進めていきます。 

【連絡先】明石市役所 農業振興課 ☎078-918-5017 FAX078-918-5126 

令和７年４月からの農地貸し借りのイメージ 
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※書類の提出先 

明石市役所 農業振興課 

 農地バンク(農地中間管理機構)【公益社団法人ひょうご農林機】 

・申し込みから決定まで４ヵ月から５ヵ月の期間が必要となります。 

貸し手のメリット 

〇貸付期間終了後は、農地は自動的に貸し手に戻ります。

(更新可能) 

〇賃貸料がある場合は機構からまとめて支払いされます。 

借り手のメリット 

〇賃貸料は機構にまとめて支払うので支払い事務が一本化

されます。 

令和７年４月以降又は 
地域計画が策定された地域 

農地バンク 借り手 貸し手 

令和７年３月まで 
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